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〔研究ノート〕

フランス会計デイスクロージヤー制度における証券取引委員会の役割
一上場会社に固有の開示制度の改善（５）－

大下勇

目次

Ｉはじめに

Ⅱ上場会社に固有の開示制度の発展

１．上場会社に固有の開示制度の変遷

２．上場会社に固有の開示制度の発展とその特徴

（以上第31巻第４号）

Ⅲ上場会社に固有の開示制度と行政機関の役割

１．ＣＯＢによる情報開示の監督

２．ＣＯＢによる開示規定の改正案の作成

３．官報印刷局による開示替類の印刷・公表

Ⅳ年次情報開示制度の発展とＣＯＢの貢献

１．１９５９年開示制度の創設と1965年，１９６６．６７

年の改正

２．１９６６．６７年改正の年次情報開示制度の改善

におけるＣＯＢの貢献（以上第32巻第１号）

３．１９８３年，1985.86年改正の年次情報開示制

度の改善におけるＣＯＢの貢献

（以上第32巻第２号）

Ｖ半期情報開示制度の発展

１．１９５９年半期情報開示制度の創設と1965年，

1966.67年の改正

2.1966.67年改正の半期情報開示制度とＣＯＢ

の役割

３．１９８３年,1985.86年改正の半期情報開示制度

４．１９８３年，1985.86年改正の半期情報開示制

度におけるＣＯＢの役割（以上前号）

Ⅵ四半期情報開示制度の発展

１．四半期情報開示制度の変遷とその特徴

２．四半期開示の公表期限遵守とＣＯＢの役割

３．売上高の多様性とＣＯＢの役割

４．その他の四半期情報の改善とＣＯＢの役割

（以上本号）

Ⅵ四半期情報開示制度の発展

フランスにおける四半期･情報開示制度は1965年

に創設された。四半期開示制度の目的は，三ケ月

ごとに，上場会社の「売上高」情報を広く一般に

公表することにより，年度中の事業の状況とその

変化をいち早く株主・投資者に知らせることに

ある。

四半期開示制度は，年次・半期開示制度より６

年遅れて制度化されたが，創設後はこれら開示制

度と同様に1966.67年，1983年および1985.86年

に部分的に改正されている。フランスにおける四

半期開示制度の変遷についてはすでに第Ⅱ章（本

騰第31巻第４号135頁～148頁参照）で概観したが，

ここではその各々の特徴を検討する。

１．四半期情報開示制度の変遷とその特徴

（１）1965年創設の四半期情報開示制度とその

特徴

フランスにおける四半期開示制度は，「株主・

一般公衆の情報に関する1965年11月29日デクレ第

65-999号」第３条第１項①により創設された。

1965年創股時の四半期開示制度は，次の特徴を有

するものであった。

・対象企業：株式を証券取引所の公式市場に上

場しかつその資産総額が１千万フラン超の

会社

・開示期限：各四半期終了後１ケ月以内

・開示情報：経過四半期売上高情報

・開示媒体：ＢＡＬＯ（法定公告公報）

開示情報の「経過四半期売上高」には，前四半

期および前年同期と比較した税抜き・税込み売上

高を記載する。いくつかの異なる活動部門を有す

る会社は，活動部門別売上高を公表しなければな
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らない。具体的な表示形式は，法規定あるいはプ

ラン・コンタプルなどいかなる形においても示さ

れていない。

1966年７月20日付のＢＡＬＯに公表されたＣｏｍ‐

pagniedesMachinesBullの実例によれば，次の

ような様式で四半期売上高の情報が開示されて

いる。

に延長された。

・開示内容の拡充：売上高情報は，税込み・税

抜き両表示から税抜き売上高に改正された。

また，売上高の内容は，税抜きの「経過四半

期売上高」「先の各四半期の売上高」「当該全

体の売上高」「前年同様の売上高」「部門別の

売上高」となり，「先の各四半期の売上高」

と「当該全体の売上高」が新たに加わりより

詳細になった。

具体的な表示様式については，1965年四半期開

示制度と同様，法令は何ら定めなかった。実際の

開示は，証券取引委員会（ＣＯＢ）公表の次の標

準様式に従って実施された。

第１表1965年四半期開示制度における開示例

CompagniedesMachinesBull 

株式会社資本金263,098,659Ｆ

本社：９４，avenueGabetta，Paris（20）

商業登録：Seine54-B4606

四半期売上高

税抜き税込み

1966年第２四半期484,523.63515,886.38

1966年第１四半期

1965年第２四半期1,071,536.361,071,536.36

CompagniedesMachinesBullは，もはや商工業

活動を行っていない。事実，GeneralElectricCom‐

pany（ＮＹ）とlaCompagniedesMachinesBull
との間で1964年７月23日に締結された協定の後に，当

社は持株会社に変わった。

（出所：BulletindesAnnoncesL6galesObliga‐

toires，BALQ20Juilletl966，ｐ､7033） 

この開示例によれば，「前年同期の売上高」は

経過四半期だけに対応する前年同期の売上高と解

釈されている。また，会社の活動に重要な変更が

あり，持株会社に変わったことが売上高情報の注

釈として説明されている。部門別売上高表示は，

同社が持株会社であることから実施されていない。

以上のように，四半期開示制度における開示情

報は，「売上高」情報のみの公表に限定されるも

のの，その創設当初から，事業活動の状況とその

変化を把握する上で不可欠な「前年度比較」「部

門別表示」などの重要な特徴を有していたので

ある。

第２表証券取引委員会通達で勧告された1969年
第４四半期の売上高表示のモデル

会社名

法的形態と資本金の額

本社所在地

会社年度

１）一つの活動部門のみを有する会社

比較売上高（税抜き）

2）複数活動部門を有する会社

比較売上高（税抜き）

１９６１９６ 

（２）１９６６．６７年改正の四半期開示制度とその

特徴

1965年11月29日デクレ第３条第１項①の規定は，

一部改正を伴って1966年商事会社法の適用に係る

1967年３月23日デクレ第296条第１項①に収容さ

れた。改正点は次のとおりである。

・開示期限の延長：「各四半期終了後45日以内」

1968 1969 

第１四半期……………………

第２四半期……………………

第３四半期……………………

第４四半期……………………

年度合計額………

1968 1969 

オイル

第１四半期……………………

第２四半期……………………

第３四半期..………･…………

第４四半期……………………

タール

年度合計額………

第１四半期……………………
第２四半期……………………

第３四半期……………………

第４四半期……………………

全部門合計

年度合計額………

第１四半期……………………

第２四半期……………………

第３四半期……………………

第４四半期……………………

総計………
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３）投資信託会社ないし不動産会社
比較保有有価証券収入ないし受収賃貸料

示は，会社に損害を与えるものである時には

免除される。

・特定の会社・業種の開示内容に関する決定権

のＣＯＢヘの付与：特定の会社・業種につい

て，それら活動の特質を考慮してもっとも適

切と思われる開示情報の内容を決定する権限

がＣＯＢに付与された。当該権限により，ＣＯ

Ｂの四半期開示制度における役割は，より直

接的なものとなった。

開示様式については，法規定上定めはないが，

実際の開示様式はＣＯＢ公表の前出の標準様式に

準拠したものとなっている。第３表の①は，１９９１

年２月公表のSoci6t6CimiquedelaGrandePar‐

oisseの開示例である。１９８５．８６年の改正後の開

示制度のものであるが，当該改正は次に明らかに

するように連結情報の新たな義務づけに限定され，

個別ベースの開示は1983年制度下も1985.86年の

ものも変わっていない。

この様式は，1969年の第４四半期について，

｢一つの活動部門のみを有する会社｣，「複数部門

を有する会社｣，「投資信託会社と不動産会社」の

三つの場合を想定して各々の標準様式を定めたも

のである(1)。前出の1965年四半期開示制度におけ

る開示例に比して，明瞭性の点で格段の進歩が見

られる。

一つの活動部門のみ有する会社の場合，４つの

四半期の数値と年度合計額が1968年と1969年の二

年度比較形式で表示されている。

複数活動部門を有する会社の場合の部門別表示

では，「オイル」「タール」の個々の部門と「全部

門合計」について，４つの四半期の数値と年度合

計額が二年度比較形式で表示されている。

投資信託会社と不動産会社の場合，「売上高」

に代えて，「保有有価証券収入」と「受取賃貸料」

の各四半期の数値と年度合計額が二年度比較形式

で表示される。

以上のように，１９６６．６７年改正の四半期開示制

度は，四半期売上高情報の内容をより拡充したも

のとなった。また，ＣＯＢの標準様式により開示

情報の明瞭性が確保されている。

第３表1983年改正以降の個別ベースの開示例

①ｓｏci6t6CimiquedelaGrandeParoisse 
窒素と化学製品

株式会社資本金225,688,800Ｆ

本社：tourAuroraplacedesReflets，92080
ParisDLaD6fense2 

R、ＯＳ、Nanterre55212665800152

事業年度：１月１日～12月31日

比較売上高（税抜き）

（千フラン）

１９９０１９８９ 

窒素とその他の製品：

第１四半期1,454,2451,468,149

第２四半期1,033,6401,104,895
第３四半期1,025)97311068,623
第４四半期1,45019251,501,241

（３）1983年改正の四半期開示制度とその特徴

前出の1967年デクレ第296条第１項①の規定は，

｢1983年４月30日法律第83-353号の適用および商

人ならびに特定会社の会計義務に関する1983年11

月29日デクレ第83-1020号」により－部改正され，

新第297条に収容された。改正点は次のとおりで

ある。

・企業規模別開示制度の廃止：1983年の改正か

ら年次・半期・四半期の規模別開示が廃止さ

れた。これら開示制度は，資産規模にかかわ

らずすべての上場会社に対して義務づけられ

ることとなった。

・情報開示の免除規定：四半期売上高情報の開

4.964.783 5,142,908 

製法と設備の販売（＊）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

1,541 

7,053 

2,409 

2,203 

394 

1,658 

5.910 

7.962 13,206 

期
期
期

：
半
半
半

計
四
四
四

１
２
３
 

第
第
第

〈ロ

1,454,245 

1,034,034 

1.027.631 

1,469,690 

1,111,858 

1.071.122 

1968 1969 

第１四半期……………………

第２四半期……………………

第３四半期……………………

第４四半期……………………

年度合計額………
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第４四半期1,456,8351,503ル1４ Ilh1別ベースの開示については，前述のとおり，

1966.67年のjlﾘﾘ|開示制度におけるものと躯要な

ｲｲ|逆は見られず，基本的にＣＯＢが1969年に公表

した標準様式に準拠したものとなっている。

これに対して，連結ベースの開示は，１９８５．８６

年の改正により新たに制度化されたものである。

第４表の①は，1991年２月４日付のＢＡＬＯに掲

載されたSYNTIInLABO社の連結四半期情報の

１%1示例である。前１．１｣|のＭＡＲBEN社と同様，対

前年度変動割合が表示されているが，表示様式に

璽大な相違は見られない。この開示例では，連結

範IilHに変動があれば，部門別データに続いて「連

結に算入」などの項|]を設けて前年度との比較可

能性を確保している。

また,第４表の②のTELIWISIONFRANQAISE
1-TF1のように，親会社データとグループのデー

タの双方を別々に表示したIlM示例も多く見られる。

以上，フランスにおける１１M半期情報開示制度の

当年度合計額4,972,7455,156,114

（＊）当該活動については、数ＩｌｌＩは送り状作成１１に

よって四半期ないし年度により変動する。

（出所：BulletindosAnnoncesL6galesObliga‐
toires,２１F5vrierl991,ｐ､718） 

②ＭＡＲBEN 

株式会社資本金22,189,890Ｆ

本社：３８，rueCopernic，75116Paris．
Ｒ、ＯＳＰａｒｉｓＢ３０(）５５８６４０

比較売上i舟（税抜き）

（千フラン）

１９９０１９８９変動（％）

第１四半期45,50135,199２９．３
第２四半期51,83442,15722.95
第３四半期45,87636,36526.15
第４四半期54.43055,528－２

当年度合計197,641169124916.78

（BALQ21F6vrierl991，ｐ､737） 

この会社の四半期情報の開示例によれば，ＣＯ

Ｂの標準様式そのままの開示を行っているのがわ

かる。法規定上，「;'1該全体の売上i1li」の文需が

削除されていたが，実際にはこの例のように合計

額が表示されている。同号のBALＯ掲載の他社

の開示例も基本的に同じである。例えば，第３表

の②のMARBEN社の開示例は，各四半期ごと

に対前年度変動割合が表示されているが，基本的

には，ＢＡＬＯの標準様式に従ったものである。

以_|ｪのように，1983年改正のIJI|半期開示Ilill度に

おいて，規模別開示ＩｌｊＩ度の廃止，ＣＯＢの椎限の

明示および開示免除規定など砿要な改正がなされ

るが，開示内容の点では改正前と比べて変化が見

られない。

第４表１９８５．８６年改正の四半期情報開示制度に

おける連結情報の開示例

①ＳＹＮＴＨＥＬＡＢＯ 

株式会社盗本金223,934,450Ｆ
本社：58,ruedelaGlaci6ra75013Paris．
ＲＯＳ・ParisＢ５７２１４０９４５．－ＡＰＥ：5807．

連結売上ｉＩ１５

（千フラン）

(2)1990(1)1989９６ 

専門薬品と化学製,W,：

鰯ＩＩＪⅡ半期685,531632,8458.3396
鮒２四半期666,803604,40510.32％
第３四半期630,906576,9269.36％
第４四半期701,386683,2642.65％

2’684,6262,497,4407.50％ 

医旅・外科設Ijlli

第１四半期

第２四半期

輔３四半期

鰯`Ｍ|半期

（４）１９８５．８６年改正の四半期開示制度とその

特徴

「198'1年３月１１１法律第84-148号の通)11に係

る1985年３月１［|デクレ第85-295号」第４条に

よる改正第297条では，連結計飾書類作成の会社

に対して，「連結売上高」情報の開示が新たに義

務づけられている。述結情報の開示鏡務づけは，

半期|;M示ilill度においても1988年から実施され（年

次開示IliI度は1984年からすでに実施)，この連結情報

開示のilill度化は1980年代のフランスにおける上場

会社開示↑11度の極めて:Wr要な特徴である。

121,171 

125,047 

115,761 

132,376 

494,355 

91,958 

103,390 

101,328 

118,178 

414,854 

3Ｌ7796 

20.9596 

14.24％ 

12.01％ 

19.16％ 

９１６％ 3,178,9812,912,294 

巡結に算入154,825118,431
1990年３月311]～

12月31日の換螂差額-2,778-1,876

当年度合計額3,331,0283,028,8499.98％

注_これら売上荷は，Soci6t6Synth乱aboとそのフ
ランス国内・国外の子会社により爽現された館三者に

Hosei University Repository



207 

対する販売額を表している。

(1)1989年の売上高：比較を可能にするために，数値

は次のものを老噸して再計算している：

－各四半期末に用いられた為替相場（1990年も同様）

－連結範囲の修正（連結範囲への算入ないし除外）

(2)1990年の売上高：外国子会社の数値の換算は，１９９０

年の第４四半期末にBanquefrancaiseducom‐
merceext6rieurにより公表された為替相場に基づ

いて行われた。

（ＢＡＬＱ４Ｆ６ｖｒｉｅｒｌ９９１．ｐ，365） 

第３四半期の売上高の減少は，ＴＦ１の活動の季節性

に原因している：７月と８月中は公告収入が落ち込む｡

（BALQ21F6vrierl991，ｐ､747） 

変遷とその特徴を検討した。法定公告公報（ＢＡ

Ｌo）誌上で行われる四半期開示制度は，「売上高」

情報の公表に限定されるものの，「前年度比較」

｢部門別比較」（1965年創設当初より)，「連結売上高

の開示」（1985年より）など，株主・投資者への情

報提供の観点から重要な特徴を有している。また，

開示期限の15日延長（1966.67年から)，上場会社

規模別開示義務の廃止，ＣＯＢへの一定の権限付

与および開示免除規定（1983年から）なども四半

期開示制度の重要な特徴として上げられる。

個別ベースの開示内容については，１９６６．６７年

の改正以降，「経過四半期売上高」「当年度の先の

各四半期売上高」「当該全体の売上高」「前年の同

様の売上高」および「部門別売上高」の公表が求

められ，今日まで変わっていない。実践において

は，1969年のＣＯＢ公表の標準様式に準拠した開

示が一般に実施されていると見られ，前述の特定

業種・企業の開示内容の適合におけるＣＯＢの権

限とともに四半期開示制度におけるＣＯＢの役割

の重要性が窺えるのである。

②TELEVISIONFRANCAISE1-TF1 

株式会社資本金210,000,000Ｆ

本社：１９．ruedeCognacq-Jay，75007Paris．
Ｒ・ＣＳＰａｒｉｓＢ３２６３００１５９

比較売上高（税抜き）

（千フラン）

１．）親会社

１９９０１９８９ 

第１四半期1,244,946１Ⅱ175,262

第２四半期1,388,124１'270,244

第３四半期843,838731,706

第４四半期1,444,2431,339,614

当年度合計額4,921,1514,516,826

（1989年と1990年の数値の比較可能性を確保するため

に，1989年の売上高は，ＴＦ１ＳＡ，とTF1Publicit6

etdelafilialisationdesactivit6sdediversifica‐ 

tionとの間の契約関係の変更を考慮すべ〈再処理され

ている）

２．四半期開示の公表期限遵守とＣＯＢの役割

次に，フランスの四半期情報開示制度にどのよ

うな問題が存し，この問題の解決において証券取

引委員会（COB）がいかなる役割を果たしてきた

かを考察する。

四半期開示制度の問題点として，「開示期限遵

守の問題」と「開示内容の問題」の二つを上げる

ことができる。ＣＯＢは，その監督権限に基づい

て開示期限遵守の状況を調査し，開示遅延の原因

の究明とその解決に重要な役割を果たしてきた。

また，開示内容については，前述のとおり法規

定の不備を補って開示の標準様式を作成・公表す

るとともに，「売上高」の定義の統一，「部門」の

区分の統一，「注釈」の改善，「連結情報」の公表

の実施，特定企業・業種における売上高の内容に

関する指針など，株主・投資者に対する情報の比

較可能性・有用性の観点から，開示内容の改善に

重要な役割を果たしてきたと見られる。

２。）グループ

１９９０ 1989 

第１四半期

公告

その他

1,322,646 

125,566 

1,271,022 

119,337 

1,448,212 1,390,359 

第２四半期

公告

その他

1,496,580 

140,939 

1,347,269 

138,688 

1,637,519 1,485,957 

第３四半期

公告

その他

909,108 

118,747 

792,160 

125,906 

1,027,855 918,066 

第４四半期

公告

その他

1,528,995 

152,852 

1,397,500 

90,755 

1,681,847 1,488,255 

当年度合計額5,795,433 5,282,637 
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第５表四半期開示の期限遵守の状況（年平均）(％） 

の＋期限後２週１１$

１９６８６９７０７１７２７３７４７５７６７７ 

（COBの各年報より作成）
7８７９８０８１８２８３８４８５８６８７８８８９（年度）

第５表は，1968年～1989年の22年間の四半期情

報の開示期限遵守の状況をグラフにしたものであ

る。各年度の数値は４つの四半期の平均値である。

調査企業は，１２月３１日決算のすべての上場会社

(金融機関と保険会社を除く）である。

これによれば，1970年の72.8％，1975年の69％，

1980年の74％を除けば，1982年までは８割以上の

企業が45日の期限を遵守し，年次・半期開示に比

べて高い数値を示している。しかし，全体的な傾

向としては，1971年の91％をピークに減少傾向を

示し，1983年以降は70％～50％に低下し，特に

1987年には56.2％まで減少している。

この期限遵守の低下は期限後２週間以内に公表

した会社の増加となって表れている。期限内公表

企業と期限後２週間以内の公表企業の合計で見て

みると，1968年の86.7％を除き1982年までは90％

以上を示し，1983年以降でも88年までは80％の後

半の数値を示している。1989年だけは76.5％と著

しく低下している。

このように，四半期開示の期限遵守の割合は年

次・半期開示に比べて高いが，期限遵守の割合が

長期低下傾向にあること，当該割合が時として大

きく落ち込むこと（1975年，1980年および1987年な

ど)，公表しない会社がなくならないことなどに

問題が見られた。四半期開示の期限遵守の割合が

年次・半期開示に比べて高いのは，前者が「売上

高」の開示のみに限定されることが主な理由であ

ろうと考えられる。

ＣＯＢは，情報公表の「迅速性」の観点から，

45日の期限遵守を重視してきた。期限遵守を妨げ

る原因として，年次・半期開示と同様に，官報印

刷局，企業の内部組織，幹部の情報開示に対する

意識などがあげられている(2)。

例えば，1975年の第３四半期の公表期限である

11月15日時点に，400社以上がＢＡＬＯの掲載待ち

をしていたことが明らかになっている(3)。つまり，

四半期情報の掲載が期限内までに実施できなかっ

たのである。また，1987年の低下は，期限の期日

が三度とも±・日曜（官報印刷局は休日である）に

かさなったことが原因である。

期限遵守の問題は，年次・半期開示においても

等しく指摘されたものであり，期限直前に印刷局

に送付する企業の多いことや官報印刷局の処理能

力自体にも問題があったことが根本的な原因とし

て指摘された。

これに対するＣＯＢの解決策については，年次・

半期開示においてすでに考察したのでここでは繰

り返さない(4)。ただ，企業に対して毎月の付加価

値税の申告義務が課せられていることから，「売

上高」の公表に限定される四半期開示の期限遵守

は十分可能であると見られていた(5)。
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｢経営助成金」「付随収益」「財務収益」「自家建設

高」などを上げている。すなわち，税務上の「当

期総売上高」の定義は非常に広い概念をとってい

たことがわかる。

③一般経営計算書の実際の開示例における

表示

第７表は，CompagniedesForgesdeChatillon‐

CommentryetNeuves-Maisonsが1966年７月２０

日付のＢＡＬＯで，年次情報として公表した一般

経営計算轡である。

3．売上高の多様性とＣＯＢの役割

四半期情報の開示内容における最大の問題は，

公表される各企業の売上高の内容が多様である点

にある。この問題は，法規定上，明確な「売上高」

の定義がないことに原因があると見られる。次に，

｢売上高」の定義について考察してみよう。

（１）1965年創設の四半期開示制度における

「売上高」の概念

①1965年11月29日デクレの規定

四半期開示制度に係る前出1965年11月29日デク

レは，四半期情報として「売上高（rindication

dumontantduchiffred'affaires)」を規定したが，

この「売上高」がどのような要素から構成される

かについては明示しなかった。

同デクレは年次情報として「貸借対照表」「一

般経営計算轡」および「損益計算轡」の開示を義

務づけ，同計算轡の作成に際して準拠すべき基準

として「税務申告に関する1965年10月28日デクレ」

をあげている。そこで，当該デクレの規定する売

上高の内容を検討する。

②税務申告に関する1965年10月28日デクレの

規定

同デクレは一般経営計算書の中の収益の区分を

次のように表示している。

第７表一般経営計算笹の開示例

ConpaniedesForgesdeChatillon-Commentryet 
Neuves-MaiBons 

借方

1965年１月１日棚卸高…………………103,801,850.05
仕入高……………………………………205,876,308.95
人件費……………………………………80,817.430.50
租税公課…………･……･………･………531188,582.26
外注費……………………………………53,381,183.23
運送費・出張旅費………………………15,545,454.36
その他の経営費用………………………4,797,794.91
財務費用…･……………………….．……13,048,127.77

減価倣却費：

組織費償却費……………………………442,809.44
固定資産償却費……………･･……･……14,660,942.89
引当金繰入額・……………･………･……3,944,843.50
経営利益…………………………………12,376,236.08

561,881,563.94 

貸方

1965年12月31日棚卸高・…･……

固定資産に特化･再分類された予備部品
商品・製品売上高………･…･…

払戻し，値引き，割戻し・……・
付随収益……･…………………・

財務収益…･…･…………………

自家建設高…………･…･………

第６表税務申告に関する1965年10月28日デクレの

規定の一般経営計算樫の収益区分

商品・製品売上高

用役提供高

受取経営助成金

作業屑売上高

売上戻り・値引・割戻し

付随収益

財務収益

自家建設高

当期の経営に帰属しない作業高と費用

当期総売上高：

税込み

税抜き

97,115,274.47 

7,645,538.86 

443,358,242.75 

371,518.98 

8,403,064.33 

3,766,323.94 
1,221,600.61 

561,881,563.94 

(BALQ20juilletl966,ｐ､7021） 

これによれば，借方に「仕入高」の表示がある

が，貸方には前出の税務上の一般経営計算書に見

られた「当期総売上高」の表示がなく，「商品・

製品売上高」「売上戻り・値引・割戻し」「付随収

益」「財務収益」「自家建設高」の表示が行われて

いるだけであった。

これでは，四半期開示の規定する「売上高」が

どの部分までを含むかが明確でない。

この標準様式には，「当期総売上高（chiffred,

affairesglobalderexercice)」の榊成要素として，

商品・製品の売上高（売上戻り・値引などを控除）

と用役提供高および作業屑売上高にくわえて，
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④1959年オルドナンスと1957年プラン・コン

タブルの規定

これより先，年次・半期開示制度を創設した

1959年オルドナンス第２条は，年次情報の一つと

して「当期売上高（rindicationdumontantdu

chiffred'affairesderexercice6coul6)」の公表

を規定したが，その構成要素も不明確である。ま

た，1957年プラン・コンタブルは，貸借対照表の

附属明細表の一つとして「Ｖ当期売上高」を規定

し，クラス７収益勘定と一般経営計算響の貸方項

目として次の項目を規定した。

制度以外で「売上高」に関係した規定は，1965年

の税務申告に関するデクレの規定（一般経営計算

野の中の「当期総売上高｣区分）と1957年プラン・コ

ンタプルの規定（貸借対照表附属明細表ｖの「当期

売上高｣）だけである。

税務上の売上高の定義は，「商品・製品売上高

(作業または用役提供高)」「作業屑および仕損品売

上高」に「経営助成金」「付随収益」「財務収益」

｢自家建設高」などを含めた広義の概念をとって

いるのに対して，1957年プラン・コンタブルの売

上高の定義は「商品・製品売上高（作業または用

役提供高)」「作業屑および仕損品売上高」に限定

した狭義の概念をとっている。

BALＯを用いた開示制度は，計算轡類の作成

にあたって，1965年の税務申告に関するデクレを

考慮すべきことが明示されていた(7)。他方，１９５７

年プラン・コンタブルは，同デクレをはじめ会計

規制に大きく影響を及ぼしてきた。

企業にとっていずれの売上高を四半期売上高情

報として開示してよいか混乱が生じたのも無理か

らぬことである。1965年創設の四半期開示制度は

1966.67年に改正されるが，状況は同じである。

第８表1957年プラン・コンタブルの収益勘定，一般
経営計算番および貸借対照表附属明細表

①クラス７収益勘定の内容：

７０商品または製品売上高（または用役提供高）

７１経営助成金収入

７２作業屑・仕損品および包装材料売上高

７３売上値引，割引，割戻しおよび取引違約金
７４仕入値引，割引，割戻し，売上報奨金および違約金

７６付随収益

７７財務収益

７８自家建設高および当該年度の営業活動に帰属し

ない作業と費用

②一般経営計算書の貸方項目：

棚卸資産期末在高

商品および製品売上高

経営助成金収入

作業屑・仕損品および包装材料売上高

仕入値引・割引および割戻し

付随収益

財務収益

自家建設高

当該年度の営業活動に帰属しない作業と費用

７
 

３
 

一０
０
１
２
４
６
７
帥
閲

３
７
７
７
７
７
７
７
７
 

（２）1966.67年改正の四半期開示制度におけ

る「売上高」の概念

①1967年３月23日デクレの規定

同デクレが四半期情報として「税抜き売上高

(rindicationdumontantduchiffred，affaires 

horstaxes)」を規定し，その構成要素を明示し

なかった点は改正前と同様である。

他方，1967年デクレは，BALＯを用いた上場

会社の開示制度以外のところでも，「売上高」の

公表を規定した。1966年商事会社法と同法の適用

に係る1967年デクレは，株式会社の株主総会開催

時の株主への直接開示制度を大幅に拡充したが，

この開示制度において株主に直接送付される轡類

の中に，「最近五年間の財務的成果表（R6sultats

financi6rsdelasoci6t6aucoursdescinqdemiers 

exercices)」が規定されており，当該表に売上高

の表示が義務づけられたのである（同デクレ第133

条，第135条および第148条)。

この成果表には「税抜き売上高（chiffred'ａｆ‐

faireshorstaxes)」が規定されている(8)。しかし，

③貸借対照表附属明細表の「Ｖ当期売上高」の内容：

商品および製品売上高（作業または用役）

作業屑および仕損品売上高

合計

附属明細表の「当期売上高」は，「商品および

製品売上高（作業または用役)」と「作業屑および

仕損品売上高」の合計額として表示されており，

もし額面どおり解釈するならば，1957年プラン・

コンタブルのとる「売上高」の定義は，前出の

税務上の定義より狭く，「経営助成金」「付随収

益｣(6)「財務収益」「自家建設高」などを含んでい

ない。

以上検討したように，1965年当時，四半期開示
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その定義はやはり明確でない。

1969年に18業種126社に対して実施したＣＯＢ

のアンケート調査は，公表された四半期売上高に

種々の要素が含まれていたことを明らかにした。

同調査によれば，５５％の企業が「付随収益」を，

22％の企業が「財務収益」を，５１％の企業が「自

家建設高」をその四半期売上高に含めていた(,)。

すなわち，多くの企業が広義の概念を採用してい

たのである。同じ「売上高」でもその構成要素に

多様性が見られると，企業間比較が困難となる。

ＣＯＢは，売上高の定義の検討を国家会計審議

会（CNC）に依頼した。ＣＮＣは，ＣＯＢとフラン

ス銀行貸借対照表センター（centraledebilans

delaBanquedeFrance）の要請を受けて売上高

の定義の研究を行い，1969年10月１日付情報ノー

ト（Noted,information）第15号「売上高の定義

(D6finitiondu《chiffred，affaires》)」を公表した。

次に，このＣＮＣの定義を検討する。

②1969年国家会計審議会情報ノート第15号の

「売上高」の定義

ＣＮＣの情報ノート第15号は，次のような売上

高の定義を行っている('0)。

「一定期間について，企業の売上高は，その営

業活動の遂行において第三者との間で実現した取

引額のみによって表される。それは，税抜きと税

込み（TVAおよび類似の税）で表される（Pour

unep6riodedonn6e，１echiffred'affairesd，une 

entreprisenes，entendquedumontantdesaf 

fairesr6alis6esaveclestiersdansl,exercicede 

sesactivit6sprofessionnelles、I1estexprim6ala

foishorstaxesettaxescomprises（TVAettaxes 

assimil6es))」

具体的には，プラン・コンタブル・ジェネラル

の次の勘定記祓の取引により構成される。すなわ

ち，「70．商品・製品売上高，作業高，用役提供

高」「72．作業屑・仕損品および包装材料売上高」

｢73．売上値引，割引，割戻しおよび取引違約金」

｢745．取引先からの割戻し」「749．販売奨励金と

違約金」がこれである。

同'情報ノートは，本稿で指摘したとおり狭義と

広義の売上高の二つの概念が存在することを認め

ている。ＣＮＣは，狭義の売上高概念が「営業活

動（activit6sprofessionnelles)」の側面だけを童

視するため，企業活動の多様化・財務活動の拡大

に伴い不完全かつ限定的なものとなる可能性を認

める。他方，広義の概念は，プラン・コンタブル

のクラス７勘定のほぼ全体を包含するため，企業

間比較や期間比較の点で情報の有用性の低下を招

来すると考えた。

ＣＮＣは，狭義の概念の上述の欠点を認識した

上で，次のところですでに用いられていることを

理由に，狭義の売上高概念を採用した。すなわち，

-1967年３月23日デクレ第296条におけるポー

トフォリオ管理会社，賃貸借不動産会社，保

険会社，再保険会社および積立保険会社の四

半期売上高

一当時，ブリュッセルで検討中の年次計算書類

に関する指令（第４号指令）の規定する成果

計算瞥案

一プラン・コンタブルの貸借対照表附属明細表

「Ｖ当期売上高」

－工業省，国立統計経済研究所（INSEE）の公

表する統計

がこれである。

1967年３月23日デクレ第296条では，有価証券

ポートフオリオの管理を目的とする会社はその

｢ポートフォリオの収入額｣，不動産の貸借を目的

とする会社は「受取賃貸料収入額｣，保険・再保

険会社および積立保険会社は「発行ないし受取プ

レミアム額」を四半期売上高情報として公表すべ

きことが規定されている。また．プラン・コンタ

プルの貸借対照表附属明細表においては，前述の

とおり「Ｖ当期売上高」の内容として狭義の概念

が示されていた。

他方，ＥＣレベルでの会社法の調和化作業では，

個別計算嘗類に関する第４号指令（1978年７月２５

日）が「純売上高」を「経常的活動の範鴫に入る

製品売上高および用役提供高から売上割戻し，付

加価値税および売上高に直結するその他の税を控

除した金額」（第28条）と定義するなど，狭義の

売上高概念の採用が予定されていた。

このように，狭義の「売上高」の概念が一般に

用いられる一方，広義の概念は税法上の売上高に

限定されていた。

③1969年証券取引委員会通達の「売上高」の

定義
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上記ＣＮＣの公式見解の公表を受けて，ＣＯＢは，

1969年12月30日付の「行政立法の規定の適用によ

り会社の公表する売上高に関する通達（Circu‐

lairerelativeauchifTred'afTairespubli6parles 

Soci6t6senapplicationdesdispositomsr6gle‐ 

mentaires)」を公表した。

当該通達は，四半期開示制度に関して，その開

示の指針を定めたものであり，この中で「売上高」

の一般的定義が示されている。すなわち，

「一定期間について，企業の売上高は，その営

業活動の遂行において第三者との間で実現した取

引額のみによって表される。（Pourunep6riode

donn6eOlechiffｒｅｄ，affairesd，uneentreprisene 

s'entendquedumontantdesaffairesr6alis6es 

aveclestiersdansl,exercicedesesactivit6spro‐ 

fessionnelles.)｡(''１」

具体的には，プラン・コンタブル・ジェネラル

の勘定分類「70．商品・製品売上高，作業高，用

役提供高」「72．作業屑・仕損品および包装材料

売上高」「73．売上値引，割引，割戻しおよび取

引違約金」「745．取引先からの割戻し」「749．販

売奨励金と違約金」の各勘定記載の取引により構

成される。

以上のＣＯＢの定義は前出のＣＮＣの定義と同

一であり，これをそのまま採用したものといえる。

この定義により，「経営助成金」「付随収益」「財

務収益」「自家建設高」など営業活動に付随して

生ずるすべての収益が売上高から除外されること

となった。このように，ＣＯＢの1969年通達以降，

四半期売上高の内容は狭義の概念で統一されたの

である。

また，同通達は，その一般的定義により企業活

動からの売上高を適切に描写できない場合のため

に，四半期情報の末尾に「注記」を設け，売上高

の算定に際して考慮した収益の性質を知らせる必

要性を明確にするなど，個々の企業活動固有の性

質と注記の役割の重要性を認識していた。

・年次開示制度における成果計算轡の中の「売

上高」情報

・年次開示制度における注記・附属明細書の中

の「売上高」情報

・年次計算替類の簡易形式の採用条件の一つと

しての「売上高」

・半期開示制度における半期活動・成果表の中

の「売上高」情報

がこれである。他方，法令上，「売上高」の定義

が明確に規定された。以下順次検討する。

①年次開示制度における成果計算瞥の中の

「売上高」とその定義

1983年11月29日デクレ第15条２．は，成果計算

書の収益項目の経営収益（produitsd'exploita-

tion）として，「商品・製品売上高，用役提供高，

純売上高（付加価値税抜き)，固定資産自家建設高，

経営助成金および経営関連引当金戻入れ」の区分

を設けることを規定した。ここに，「純売上高

(lemontantnetduchiffred'affaires)」の表示が

見られる。定義は明確でないが，条文の表現から

判断して，商品売上高と製品売上高ないし用役提

供高が純売上高を構成する狭義の概念と考えら

れる。

②年次開示制度における注記・附属明細書の

中の「売上高」とその定義

1983年11月29日デクレ第24条21.は，年次計算

書類の注記・附属明細書の一つとして，「純売上

高の活動部門別および地理的市場別の振分記載」

を規定し，「純売上高（nontantnetduchiffred，

affaires）情報の開示を義務づけた。

この「純売上高」の内容については，法規定は

何らふれていないため，それが前述の成果計算脅

中の「純売上高」と同一のものか否かわからない。

しかし、同一の計算書類体系の中の同じ「純売上

高」であるから，基本的には同一のものと考えら

れる。

③年次計算瞥類の簡易形式の採用条件の一つ

としての「売上高」とその定義

1983年11月29日デクレ第17条は，年次計算替類

の貸借対照表と成果計算書を簡易形式で表示でき

る条件として，資産総額150万フラン，純売上高

300万および従業員平均実数10人を規定した。こ

こに，「純売上高（lemontantnetduchiffrsd，

（３）1983年改正の四半期開示制度における

「売上高」の概念

1983年の改正では，「売上高」情報は四半期開

示制度以外に次の形での公表ないし使用が新たに

規定された。
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affaires)」が用いられている。

同条（３）では，「純売上高は経常的活動にか

かる財貨・用役の売上高から売上控除額《'2)，付加

価値税および類似の税を控除した金額に等しいも

のとする（Lemontantnetduchiffred,affaires

est6galaumontantdesventesdeproduitsetserv-

icesli6s且１，activit6courante，diminu6desr6duc‐

tionssurventes,delataxesurlavaleurajout6e 

etdestaxesassimil6es)」と規定し，「純売上高」

の一般的定義が示されている。ここでは，商品・

製品の売上高ないし用役の提供高を強調した狭義

の売上高概念が法規定上定義された。

この定義は，前出の成果計算書と注記・附属明

細書の「売上高」にも適用されるものと考えられ

る。従って，1983年改正の四半期開示制度におい

ても，狭義の売上高概念が採用されたと見られる。

しかも，「売上高」の一般的な定義が法規定上示

された。

④半期開示制度における半期活動・成果表の

中の「売上高」とその定義

1983年11月29日デクレ第47条による1967年３月

23日デクレ改正第297条は，半期開示制度の半期

活動・成果表に，「純売上高」の開示を義務づ

けた。

第９表はＣＯＢの提示した上半期活動・成果表

の雛形の一部である《13)。これには，「純売上高」

すなわち「税抜き売上高」に「生産物棚卸高」

｢固定資産生産高」「経営助成金」「その他」より

なるその他の経営収益を加算し，これから経営費

用と経営関連の減価償却費・引当金繰入（純額）

を控除して「活動・経営成果」に至る過程が示さ

れている。

この上半期活動・成果表の「売上高」は，「固

定資産生産iI1lj」「経営助成金」あるいは「財務収

益」を含まない狭義の売上高概念であることは明

らかである。

以上の分析から，1983年改正により規定された

｢売上高」は，「四半期売上高」も含めて，法令上，

すべて同じ狭義の概念で統一されている。

⑤1978年ＥＣ第４号指令と1982年プラン・コ

ンタブルの「売上高」の概念

これより先，個別計算書類に関する前出ＥＣ第

４号指令（1978年７月25日）が売上高の狭義の概念

を採用したことは前述のとおりである。フランス

の1983年の商事会社法改正に際して，この点も考

慮されたものと考える。

さらに，前出1957年プラン・コンタブルを改定

する1982年プラン・コンタブルは，「売上高」の

一般的な定義を与えている。すなわち，

「企業の正常かつ経常的な営業活動の遂行にお

いて第三者との間で実現した取引の総額である

(Ｍontantdesaffairesr6alis6esparl，entreprise 

aveclestiersdansl，exercicedesonactivit6pro-

fessionnellenormaleetcourante.)(M)」

である。この定義は，前出の1969年のＣＮＣの定

義と類似しているのがわかる。

さらに，1982年プラン・コンタプルの勘定計画

と基礎体系における成果計算書には次の区分がな

されている。

第10表1982年プラン・コンタブルの勘定計画と

成果計算轡の収益区分

①プラン・コンタプルの勘定計画
「７０売上・用役提供高」

クラス７収益勘定

７０売上・用役提供高

７０１製品売上

７０２半製品売上

７０３作業屑．仕損品売上

７０４工事高

７０５受託研究

７０６用役提供高

７０７商品売上

７０８その他の収益

７０９売上値引．個別割戻しおよび期間割戻し

②成果計算轡の収益区分
経営収益：

商品売上高

製品売上高［財貨・用役］
純売上高

第９表上半期活動・成果表の雛形（－部）

税抜き売上高……………………………ヒニーーコ
＋その他の経営収益（生産物棚卸高，
固定資産生産高，経営助成金，その他）

－経営費用

・商品・原材料の仕入高と変動

・その他の外部費用

・租税公課

・人件費

・その他の費用

一経営関連の減価償却費・引当金繰入（純額）

＝活動・経営成果………………..……`戸
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（４）1985.86年改正の四半期開示制度におけ

る「売上高」概念と新指標｢経常活動収益」

1985年３月１日デクレ第４条による改正第297

条は，四半期個別売上高に加えて四半期連結売上

高の公表を新たに義務づけたが，売上高の定義に

ついては，法規定上，変更が見られない。

前述のとおり，1978年ＥＣ第４指令，1982年プ

ラン・コンタブルおよび1983年11月29日デクレ第

17条（３）のいずれも，売上高の一般的な定義を

示して狭義の概念を採用していた。ところが，企

業活動の多様化が進み，従来から採用してきた

｢売上高」の狭義の概念では企業活動を必ずしも

適切に表現できない特定の企業・業種が多くなっ

てきた。例えば，財務活動を中心的な活動とする

企業，定期的なロイヤリティー収入や特許権使用

料が重要な収益源となっている企業などである。

ＣＯＢは，1984年１月の月報でこの問題を検討

し，「売上高以外の収益（produits“horschiffre

d'affaires")」を定期的に受け取る会社の場合の

開示様式を例示した。

そのうち輸出に関するもの

製品棚卸高

固定資産自家建設高

経営助成金

引当金（および償却累計額）戻入額・費用振替額

その他の収益

合計・Ｉ

勘定計画のクラス７収益勘定では，「７０売上・

用役提供高」の構成要素として，「701製品売上」

｢702半製品売上」「703作業屑・仕損品売上」

｢704工事高」「705受託研究」「706用役提供

高」「707商品売上」「708その他の収益」「709

売上値引・個別割戻しおよび期間割戻し」が上

げられている。

前出1957年プラン・コンタブルの規定する売上

高との相違点は，「708その他の収益」が売上高

に含まれた点であると見られる。この点は，ＣＯ

Ｂも指摘しているu5)。すなわち，「708その他の

収益（produitsdesactivit6sannexes)」の構成要

素は，「福利厚生関係収入」「手数料収入」「賃貸

料」などであり，これらは1957年プラン・コンタ

ブルにおいては「付随収益」に記載され，売上高

を構成していなかったのである。

このように，1982年プラン・コンタブル規定の

｢売上高」の要素は，若干拡大しているが，基本

的には，従来どおり「固定資産自家建設高」「経

営助成金」「財務収益」などを含まない狭義の概

念である。このことは，成果計算書の収益区分の

内容からも明らかである。

また，同基礎体系の附属明細書第５表「最近五

年度における会社の成果（およびその他の主要指

標)」の中の「Ⅱ当期取引および成果」に，「税

抜き売上高（chiffred，affaireshorstaxes)」の

記載があるが('6)，当然，同じ内容の売上高である。

以上，1978年ＥＣ第４号指令，1982年プラン・

コンタブル，調和化法の適用に係る1983年11月２９

日デクレのいずれにおいても，売上高の狭義の概

念が採用されてきた。ただし，1982年プラン・コ

ンタブル規定の売上高は，1957年プラン・コンタ

ブルより若干拡大しており，1983年デクレ規定の

売上高の一般的定義もこれを考慮して解釈しなけ

ればならないと考える。

第11表「売上高以外の収益」を定期的に受け取る会

社の場合における四半期売上高の公表の雛形

会社１ｌｘ,，

経常活動収益（税抜き）

第１四半期１９８３１９８４

製品売上高160,000171,000

特許権・ノーハウなどの受取使用料14,00012,000

ロイヤリティー9,0008,000

合計183,000191,000

このうちプラン・コンタブルの

定義に従った売上高160,000171,000

この中で，「製品売上高」「特許権・ノーハウな

どの受取使用料」「ロイヤリティー」が示され，

この合計を「経常活動収益（produitsderactivit6

courantes（horstaxes))」という用語で表現して

いる。さらに，合計額に加えてプラン・コンタブ

ルの定義による売上高の金額（製品売上高）が補

足的に表示されている。1982年プラン・コンタブ

ルの勘定計画によれば，上述の「特許権・ノーハ

ウなどの受取使用料」と「ロイヤリティー」は

｢７５その他の経営収益」に記載され，「売上高」

を構成しない。

①1985年国家会計審議会「売上高に関する意

見書第27号」による「経常活動収益」指標の
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当該指標を記載できることを明らかにした。

「経常活動収益」の利用は，ＣＯＢの勧告によ

り，四半期開示制度においても見受けられた。次

に，この点について考察する。

②四半期開示制度における「経常活動収益」

の公表

ＣＯＢは，前出1984年の雛形の公表に続いて1985

年５月の月報で，BALＯを用いた開示制度にお

いて，特定業種・企業の活動水準をより意味のあ

る形で跡づけられるよう「経常活動収益」指標の

記載を勧告した(鯛)。その際，従来の「純売上高」

との混同を避けるために，「経常活動収益」であ

る旨を明示することが必要とされた。

第12表は，四半期開示制度において，実際に

｢経常活動収益」を開示した企業の例である。

創設

ＣＯＢは，この「経常活動収益」の検討を国家

会計審議会（CNC）に要請した。ＣＮＣは，ＣＯＢ

の要請を受けて経常活動収益の検討を行い，１９８５

年３月27日に「売上高に関する意見轡第27号

(ＡｖｉｓＮ、２７relatifnlanotiondechiffred，af-

faires)」を公表した。この中で，「経常活動収益

(produitsdesactivit6scourantes)」を1983年デ

クレ規定の売上高の定義と矛盾していないものと

考え，新たな企業活動の指標として用いる考えを

表明した。

ＣＮＣの意見轡は次のように要約できるIIT)。

.「純売上高」はその一般的定義において，一

定の企業の経常的資源の全体を含んでいない。

とりわけ，経営助成金，一定の不動産賃貸料

および財務収益を含んでいない。

.より良い情報の必要性に応えるために，一定

の会社でとりわけ上場会社や上場申請の意思

のある会社にとって，その注記・附属明細書

において，純売上高に加えて経常的収益の額

を記戦する必要がある。

・成果計算醤の項目と注記・附属明細書で要求

される情報のレベルで，「純売上高」との調

整数値表を添付することを条件に，「経常活

動収益」と称する会計的性質の新経済指標の

創設と注記・附属明細書におけるその記載を

認める。

すなわち，特定の業種・企業において，従来の

｢売上高」は，株主・投資者にとって重要な情報

である企業の経常的活動からの収益の大きさを適

切に表示できないという欠点をもつ。この狭義の

売上高概念の問題点は，1969年のＣＮＣの情報ノー

トにおいても指摘されていたが，その後の企業活

動の多様化株主・投資者に対する有用な情報提

供の重視など経済環境の変化により顕在化したも

のである。

企業によっては，狭義の「売上高」に「経営助

成金」「自家建設高」「財務収益」「特許権・ノー

ハウなどの受取使用料」などを加えた新指標「経

常活動収益」が四半期情報として公表される。Ｃ

ＮＣは，注記・附属明細書の「純売上高の活動部

門別および地理的市場別の振分記載」において，

純売上高との比較調整表を付けることを条件に，

第12表四半期開示制度における「経常活動収益」の

公表例

①SAINT-LOUIS 

株式会社資本金592,783,900Ｆ

本社：２５，avenueF．，．‐RoosevelL75008Paris

R・ＯＳＰａｒｉｓＢＯ５７８０６５７２０００８７．‐ＡＰＥ：７６００

１）経常活動収益（税抜き）

１９９０１９８９ 

サービスの提供：

第１四半期3,481１４１

第２四半期3,6397,018

第３四半期4,1463,620

第４四半期5,1503,662

16,41614,441 

その他の経営収益

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

船
川
船
脇

３
１
４
 

3,552 

-3,i:： 
３８５ 

７５２ 1.035 

参加，有価証券および

債権からの財務収益：

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

135,967 

91,143 

４５４ 

220173 

249,737 

11,573 

69,669 

48,240 

1.036 

130.518 

その他の利子と類似の収益

第１四半期

第２四半期

32,057 

52.481 

7,790 

20.421 

Hosei University Repository



216 

第３四半期

第４四半期
①のSAIN-LOUIS社の場合，収益源泉は「サー

ビスの提供」だけでなく，「その他の経常収益」

｢参加，有価証券および債権からの財務収益」「そ

の他の利子と類似の収益」からなり，むしろ収益

の大きさから見れば財務収益が主力の収益源となっ

ている。このため，同社は，四半期売上高情報と

して「財務収益」を含む「経常活動収益」の指標

を公表している。この指標の方が，同社の正常か

つ経常的な活動をよりよく表すものと考えられて

いる。

②のＣＨＥＭＩＮＳＤＥＦＥＲＥＴＴＲＡＳＰＯＲＴＳ

ＡＵＴＯＭＯＢILES社の場合，「比較売上高」の表

示があるが，内容は，「共同輸送」「助成金」「そ

の他の収益」より構成され，営業活動に付随して

生ずる正常かつ経常的な活動収益も含まれている。

筆者の調査によれば，1991年２月４日付，２月

21日付，２月28日付のＢＡＬＯに四半期情報を公

表した会社124社のうち，「経常活動収益」を公表

した会社は３社であった。これ以外に，「比較不

動産総賃貸料」「比較活動」「連結経済活動高」

｢比較経営収益」などの表示の企業が見られる。

大部分は「売上高」の表示である。

新指標「経常活動収益」の公表が一部の企業に

限定されているとはいえ，当該概念の利用に伴う

｢売上高」概念の拡大は四半期開示だけにとどま

らない。第13表は半期開示制度における上半期活

動・成果表の雛形の一部である。この中の「売上

高（税抜き)」の構成要素は「完成品売上高」「サー

ビス提供高」「その他の経営収益」であり，「その

他の経営利益」には「固定資産生産高」「経営助

成金」が含まれる。この「純売上高」は「財務収

益」を含まないが，従来の「純売上高」より広い

内容となっている。特定の業種・企業においては，

広義の売上高を記載した半期情報の開示も認めら

れる。

以上のように，企業活動の多様化，財務活動の

拡大などにともない，特定の業種・企業において

従来の狭義の「売上高」に加えて新指標「経常活

動収益」の利用が認められた。この新指標の創設

の背景には，株主・投資者への有用な'情報の提供

の観点から，特定の業種・企業においては，従来

の売上高情報ではかえって企業の経常的活動の大

きさの表示を歪め，比較可能性を損なうおそれが

22,194 

24,505 

19,075 

32,293 

79,579 131,237 

当年度合計額398,425225,290

（BALQ4F6vrierl991，ｐ､359） 

②ＣＨＥＭＩＮＳＤＥＦＥＲＥＴＴＲＡＮＳＰＯＲＴＳ 

ＡＵＴＯＭＯBILES（０Ｆ．Ｔ、Ａ､）

株式会社資本金17,057,200Ｆ

本社：174,ruelaR6publique，92817Puteaux．
Ｒ、Ｃ，Ｓ、ＮａｎｔｅｒｒｅＢ５５２０２２０６ａ－ＡＰＥ：6801．

比較売上高（税抜き）

（千フラン）

１９９０１９８９ 

１。）親会社

共同輸送：

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

46,868 

47,607 

39,226 

33.400 

44,616 

490787 

３８’164 

58,322 

190,889 当年度合計額 167.101 

助成金 347 4４ 

その他の収益

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

542 

1,108 

1,195 

2.627 

1,722 

-287 

６４８ 

１１１１９ 

30202 5.472 

当年度合計額 172,920194,135 

２。）連結グループ

第１四半期58,16054,500

第２四半期67,79466,618

第３四半期47,59847,663

第４四半期65,62969,915

当年度合計額239,181238,696

(1)第４四半期の売上高は，Correzeの活動の子会社

化を考慮している。1990年第４四半期の数値に対する

その影響は次のとおりである：

共同輸送売上高16,757
その他の収益３６９

１７１１２６ 

この子会社化はCFTＡグループの連結売上高には

影響していない。

（BALQ21F6vrierl991，ｐ､718） 
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（２）部門別売上高の公表

四半期開示制度の設立当初から，複数活動部門

を有する企業は部門別売上高の公表が義務づけら

れていたが，部門別売上高の公表は極めて不十分

な状況であった。

ＣＯＢが1970年～1975年の第３四半期の公表を

調査した結果では，1970年が182社（調査企業655

社の28％)，1971年38％，1972年が改善なし，１９７３

年220社，1974年231社，1975年250社の企業が部

門別売上高を公表し，開示状況は調査企業の４割

前後で推移した(釦)。改善の障害は部門の区分方法

と企業秘密の問題である。

1969年のＣＯＢ通達では，部門別売上高の公表

について，部門別売上高の開示義務のあること，

｢部門」の意味は必ずしも国民所得会計に関する

国立統計経済研究所（INSEE）の定義にとらわれ

る必要のないこと，種々の特殊なケースに適合で

きる柔軟な適用が勧められること，各会社はその

固有の構造を考慮して活動の最も意味のある要素

についての数値情報を提供すべきこと，が勧告さ

れたく21)。

また，これら要素は，主要製品ないし製品の主

要範鴫であったり，生産，卸・小売販売，輸送，

エンジニアリングなどの主要活動となることが例

示された。さらに，投資信託会社と財務金融機関

の場合，保有有価証券収入とその他の収入の区分，

持株会社ないし企業集団の親会社の場合には投資

有価証券収入と一時的所有有価証券収入，ロイヤ

リティー，賃貸料などを区分する必要性を例示し

ている(塊)。

活動部門の区分基準は，法規定上明確にされて

いない。前出1983年11月29日デクレ第24条規定の

｢純売上高の活動部門別および地理的市場別の振

分記載」における活動部門ないし地理的市場別売

上高の区分基準は明示されていない。プラン・コ

ンタブルにおいても同様である。

唯一の基準は，ＣＯＢの1972年報において示さ

れた基準である。ＣＯＢは，部門区分の具体的な

数量基準として，「会社の売上高の10％以上を占

める比較的同質的な活動を部門と見なす」ことが

提案された(麹》・実践では，この区分基準が用いら

れてきたと見られる。

実際の開示例においては，例えば，前出第12表

第13表上半期活動・成果表の修正版（－部）

あるとの考えがある('９１．

四半期開示制度の売上高の多様性は，1960年代

～1970年代においては，売上高概念の不統一の問

題として，1980年代では特定の企業における代替

的な新指標の創設の問題として捉えられる。売上

高概念の明確な定義とそれに基づく開示情報の標

準化，さらに特定業種・企業に対する新指標の創

設・適用に関するＣＯＢの基本思考は，株主・投

資者に対する比較可能な情報の提供にある。その

際，国家会計審議会（CNC）が重要な役割を果

たしていることも見逃してはならない。

４．その他の四半期情報の改善とＣＯＢの役割

四半期情報の内容に関して，「売上高」の多様

性の他に取り上げられた問題は，表示様式の不統

一，部門別売上高，注釈，および連結売上高の不

十分な公表，である。以下，順次検討する。

（１）表示様式の不統一

四半期開示情報の表示様式の不統一は，法規定

上，標準様式の例示がないことに原因する。同じ

形式で開示されないと，企業間比較が困難となる。

COBが1969年12月３日の通達で四半期開示情報の

標準様式を公表したことは前述のとおりである。

当該通達には，「売上高」の定義と活動部門別

売上高の分解方法およびこれらの適用方法に関す

る実践指針が示されている。これにより，四半期

公表情報の標準化がすすみ，企業間の比較可能性

が改善されたことは前出の開示例からも窺い知る

ことができる。

(千フラン）
ｎ年度

上半期

、－１

年度
上半期

ｎ－１ 

年度

売上高（税抜き）：
完成品売上高……………

サービス提供高…………

その他の経営利益（生産

物棚卸高，固定資産生産

高，経営助成金）………
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①のSAINT-LOUIS社の場合，「サービスの提供」

｢その他の経営収益」「参加，有価証券および債権

からの財務収益」「その他の利子と類似の収益」

の４区分，第３表①のＳＯＣＩＥＴＥＣＩＭＩＱＵＥＤＥ

ＬＡＧＲＡＮＤＥＰＡＲＯＩＳＳＥの場合，「窒素とその

他の製品」「製法と設備の販売」の２区分，第４

表①のSYNTHELABOの場合は「専門薬品と化

学製品」「医療と外科設備」の２区分と，部門の

区分は多くなく大雑把である。

部門別売上高開示の大きな障害である企業秘密

の問題については，次の規定が設けられた。

・注記・附属明細書の「純売上高の活動部門別

および地理的市場別の振分記載」に関して：

「当該記載のうちのいくつかがその開示によっ

て重大な損害を理由として除外されている場合に

は，開示されている情報が不完全である旨を示す

ものとする」（1983年11月29日デクレ第24条）

・四半期開示情報に関して：

「上記の記載は，その開示により当該会社に対

して損害を与える性質のものである時にはこれを

免除する」（1967年３月23日デクレ新第297条）

「これら情報の一つが会社に重大な損害を与え

るものである場合，当該情報の公表は除外される」

(同デクレ改正第297条）

以上の一連の規定により，もし部門別売上高の

開示が会社に重大な損害を与えるおそれがある場

合，当該情報の公表が免除されることになる。こ

の免除規定は非常に暖昧である。「重大な損害を

与える」あるいは「損害を与えるおそれ」をどの

ように解釈するのか，明確な基準がない。

ＣＯＢは，以上の開示免除が例外的なものであ

ること，開示除外は会社の幹部の責任において行

い，従って，開示しないことにより株主・投資者

に損害を与えた場合には責任を負う場合が生ずる

こと，当該控除は会計監査役の監査を受けること，

を明示し，開示免除が例外的なものであることを

明確にした("。

しかし，企業側は，秘密保持のためこれら免除

規定を利用して，部門別売上高を積極的に公表し

ない。筆者の調査によれば，1991年２月４日付，

２月21日付，２月28日付のＢＡＬＯに四半期情報を

公表した会社124社のうち，部門別売上高を公表

した会社は34社（28％)，公表しなかった会社は

90社（72％）であった。すべての会社が複数活動

部門を有するとは限らないとはいえ，非常に低い

数値である。例えば，前出第３表②のMARBEN

社の開示例にみられるような非常に簡略化された

四半期情報が多く見受けられる。

このように，部門別開示情報は，免除規定の存

在もあって大きく改善していない。この点は，四

半期開示制度における課題として残されていると

見られる。

（３）注釈の公表

売上高情報の「注釈」については，法令は何ら

規定しなかったが，ＣＯＢは，当初から，期間比

較にとって有用と見なされる限り適切な注釈を付

することを求めてきた。例えば，会社の合併・分

割，営業の一部譲渡など，売上高の大きな変動を

引き起こす外部的・内部的出来事が生じた場合，

これらに関してその都度適切な説明をする必要が

ある。

また，ＣＯＢは，適切な注釈のない数値だけの

情報は「有効かつ真実な情報」と見ておらず，特

に，活動の指標たる売上高の変化と利益の変化が

平行的でない場合には，注釈が必要であることを

強調してきた(25)。

しかし，開示の状況は不十分であった。例えば，

COBが1970年～1975年の第３四半期の公表を調

査した結果によれば，1970年が121社（調査企業

655社の18％)，1971年18％，1972年20％，1974年

178社，1975年が329社の企業が注釈を付してい

た(鰯)。

筆者の調査によれば，1991年２月４日付，２月

21日付，２月28日付のＢＡＬＯに四半期情報を公

表した会社124社のうち，注釈を付した会社は５９

社（48％)，注釈なしの会社は65社（52％）であっ

た。1975年のＣＯＢのデータあるいは1991年の筆

者のデータが示すように，約半数の企業は注釈を

付しており，前述の部門別売上高に比べると高い

割合を示している。

注釈の開示例を以下に挙げてみよう。

PRIMISTERES-REYNOIRD社の注釈：

「1990年12月１７日の臨時株主総会の決定した

Primist6res社によるReynoird社の吸収合併

(1990年１月１日に遡及）を理由に，1989年の数値
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と1990年のそれは比較可能でない」（BALQ21

F6vrierl991p740)。

ＡＶＥＮＩＲＨＡＶＡＳＭＥＤＩＡ社の注釈：

「税抜き売上高には付随収益を含めている。

1989年における代理店手数料を含む英国の広告活

動の売上高は，二年度を比較可能なものにするた

めに再処理されている。1990年度の平均レートで

の二年度の外貨換算；

１Ｆ＝0.1629751ＢＥＬ， 

１Ｆ＝0.0534378ＥＳＰ， 

１Ｆ＝q004544031TL， 

１Ｆ＝9.69309ＧＢＰ, 

1989年度に関して1991年２月12日の理事会終了

後に公表された数値は1989年度の平均レートで換

算きれているため異なっている」（BALQ21F6v‐

rierl991p712)。

ＬＡＭＢＥＲＴＦＲＥＲＥＳＥＴＯＩＥ社の注釈：

「1989年に比べて1990年の連結売上高が減少し

ているが，これは次の要因により説明される；

-1990年７月におけるＳｉｍｕ社の譲渡

-1990年９月におけるプラスターの活動の譲渡

-1990年12月における流通活動のPointＰ．Ｓ，

Ａ、（LambertFr6resetCieが資本金の20％を

保有）への出資（１月１日に遡及)」（BAL０，

２１F6vrierl991p,736)。

以上の例に見られるように，合併による影響，

売上高の内容，前年度との比較を可能にするため

に実施した調整，外貨の換算レート，売上高変動

の原因の説明などのために注釈が付せられている。

これに対して，前出第３表②のMARBEN社，

第12表①のSAINT-LOUIS社のように，全く注釈

のない開示例が多く見られる。このように極めて

形式的な事例が五割を超えており，注釈の開示も

依然として改善の必要のある点として残されて

いる。

保有する会社は，それ固有の売上高に加えてその

グループの連結売上高あるいは最も重要な子会社

の売上高を公表する必要性が明確にされた。また，

持株会社の場合，その固有の有価証券収入に加え

てグループの連結売上高を公表する。連結売上高

の算定にあたって，国家会計審議会の連結原則か

ら離脱する場合にはその旨を明示しなければなら

ない(”)。

ＣＯＢの開示奨励により，連結売上高を自発的

に公表する企業が見られたが，開示企業は一部の

会社に限定されていた。例えば，ＣＯＢが1971年

～1978年の第３四半期の公表を調査した結果によ

れば，1971年が34社（子会社・参加会社を有する会

社の５％)，1972年47社，1973年40社，1974年４４

社，1975年が48社，1976年データなし，1977年６０

社，1978年75社が連結売上高を公表した(卿。公表

企業数は少ないが1975年以降着実に増加して

いる。

さらに，筆者の調査によれば，1991年２月４日

付，２月21日付，２月28日付のＢＡＬＯに四半期情

報を公表した会社124社のうち，連結売上高情報

を公表した会社は75社（60％)，個別売上高のみ

の会社は49社（40％）であった。すべての会社が

連結子会社・参加会社を有するとは限らないこと

を考慮すれば，連結データ公表企業は多いといえ

る。しかし逆に，連結売上高を公表する義務のあ

る企業か否か表面上わからないため，公表義務を

怠っても一般にはわからない。前述の部門別売上

高および注釈の公表に比べると，1985年から義務

づけられた連結売上高の公表はより一般化してい

ると見られるが，なおこの点に問題が残されて

いる。

以上，四半期情報の内容に関して，表示様式，

部門別売上高，注釈，連結売上高の公表の問題を

考察した。表示様式と注釈の問題は法令上規定が

ないこと，部門別売上高の問題は法令上明確な区

分基準がないことが原因となっていた。

これら不備を補ってきたのがＣＯＢの通達，勧

告などである。特に，四半期情報の標準様式は開

示情報の標準化に大きな貢献をなしている。また，

連結売上高の公表は，法令上義務づけられるかな

り以前からＣＯＢにより公表が求められ，1985年

の制度化とその定着に貢献したと見られる。

（４）連結売上高の公表

連結売上高の公表は1985.86年の改正で義務づ

けられたことは前述のとおりである。しかし，Ｃ

ＯＢは，子会社を有する上場会社に対して，当初

より連結売上高の開示を求めてきた。特に，１９６９

年の前出ＣＯＢ通達では，商工業活動ないしサー

ビス提供活動を行い同時に多量の投資有価証券を
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しかし，前述のとおり，部門別売上高と注釈の

公表は依然として不十分である。特に，部門別売

上高の改善は，免除規定の存在もあって，企業の

秘密保持の壁に阻まれている状況にあり，四半期

開示制度の課題として残されていると考える。筆

者の調査によれば，1991年２月４日付，２月21日

付，２月28日付のＢＡＬＯに四半期`情報を公表し

た会社124社のうち，部門別売上高，注釈，連結

売上高いずれの記載もなく，極めて形式的な開示

を行った企業が22社（18％）に上った。

以上，四半期情報開示制度の変遷とその特徴お

よび四半期開示制度におけるＣＯＢの役割につい

て考察した。ＣＯＢは，開示期限の遵守と開示内

容の監督を通じて，「開示の迅速性」と「開示情

報の有効性」の改善に重要な役割を果たしてきた。

すなわち，開示期限の遵守の監督においては，開

示遅延の原因を究明するとともに迅速な情報開示

の重要性を企業の幹部に訴えてきた。

また，開示内容の監督においては，公表「売上

高」の内容の多様性を改善するために，国家会計

審議会と連携して売上高の定義を行い，その実践

への適用を図ってきた。一貫して，狭義の売上高

概念を採用してきたことは本稿で考察したとおり

である。他方，この「売上高」概念の問題は，１９

８０年にはいり企業活動の多様化・財務活動の拡大

とともに，特定の業種・企業に対する新たな活動

指標「経常活動収益」の創設の問題として取り上

げられた。売上高概念に関するＣＯＢの基本思考

は，株主・投資者に対して，企業の経常的な活動

水準を最も適切に表示する比較可能な情報の提供

にある。

さらに，開示内容の問題として，開示様式，部

門別売上高，注釈および連結売上高が取り上げら

れた。ＣＯＢは，四半期情報の標準様式を定め，

その実践への適用を図ってきた。部門別売上高と

注釈については，ＣＯＢはその開示状況を継続的

に調査し，その問題点を公表してきた。連結売上

高については，1985年の義務づけの15年以上も前

からその自主的な開示を企業に求めてきた。

部門別売上高と注釈の開示の点で現在なお課題

が残っているとはいえ，実際の開示例からもわか

るように，ＣＯＢによる標準様式の例示と売上高

の定義の明確化およびそれらの実践適用により，

開示情報の標準化が確保されている。この点は，

特に株主・投資者への比較可能な情報提供の観点

から重要である。

〔未完〕

〔注記〕

（１）CommissiondesOp6rationsdeBourse 

（ＣＯＢ)，AnnexePr6sentationtyperecomman‐ 

d6epourlequatri6metrimestrel96９，Ｃｉ７ｃ必

ｌａｉｒｅ７ｅＵａｔｉｕｅＱｕｃｈｉﾉｳfｒｅｄ,q/ifniresp皿6Zi6

JessocZ6t6se几appZZcatZondesdZSpositions

「電ZemelLtQiｱes,３０d6cembrel969．

（２）ＣＯＢ，RcMpporZa几mLeZI969，ｐ､７５．ＣＯＢ，

ＲＱｐｐｏ７ｔａｍｚ皿ＪｅＪ９７０，ｐ､７４．ＣＯＢ，Rc1ppo7Z

amLzLeZJ9刀，ｐｐ､99,102-103．ＣＯＢ，RCUpport

amzueZI973，ｐ、８７．ＣＯＢ，RcUppo〃amzLLeZ

I9河,ｐｐ､２３，１９０．ＣＯＢ，Rqppo7taｱzmLeZI9汀，

ｐ､23.などを参照。

（３）COB,RqpportqJmueZI9恋,ｐ､236

（４）年次情報開示については，拙稿「フランス会

計デイスクロジャー制度における証券取引委員会

の役割一上場会社に固有の開示制度の改善

（２）－」法政大学経営学会「経営志林」第32巻第

１号（1995年４月）７５頁-81頁，半期開示について

は同（４）第32巻第３号（1995年10月）124頁－１２

５頁を参照。

（５）COB,Ｒ〔Upporta几mJeZI970,ｐ､72.

（６）プラン・コンタプルの勘定分類によれば，「付

随収益」は「従業員厚生施設収益」「受取手数料」

「特許権・特許使用権などの受取使用料」「貸付不

動産収益」などを含む。

（７）例えば，1965年11月29日デクレ第１条は，貸

借対照表を税務申告に関する1965年10月28日デク

レ第１条規定の標準様式に従って作成することを

規定している。また，同第２条では，貸借対照表

の各項目の記載にあたって同デクレ第２条の定義

を尊重しなければならないことが規定きれた（拙

稿「フランス会計デイスクロジヤー制度における

証券取引委員会の役割一上場会計に固有の開示制

度の改善（１）－」法政大学経営学会「経営志林」

第31巻第４号（1995年１月）143頁に記載の法令参

照)。
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（８）拙稿「フランス証券取引委員会の開示政策一

1968-1972年の株主総会時の情報一」法政大学経

営学会「経営志林」第29巻第２号（1992年７月）

207頁に同成果表を例示しているので参照されたい。

（９）COB,Rapportamzuelj9”,ｐ､78． 

(10）ConseilNationaldelaComptabilit６， 

DEFINITIONDU《ＣＨＩＦＦＲＥＤＡＦＦＡＩＲ－

ＥＳ》，Ａ・Note。'informationno15，Etudes

etDocume几t８１９５８－１９画，ｐｐ､61-62．

(11）COB，AnnexePr6sentationtyperecom‐ 

mand6epourlequatri6metrimestrel９６９， 

αrcuZairerelatjueauch4Z/red,qb/njrespu61i6 

parZessoci6Z6se〃αppZjcufiondesdjsposZ-

Zio"sr6gJemenZaires，３０d6cembrel969． 

(12）プラン・コンタブルの定義によれば，「売上控

除額」には値引，個別割戻しおよび期間割戻しが

含まれる。

(13）雛形の全体については，拙稿「フランス会計

デイスクロジャー制度における証券取引委員会

の役割一上場会計に固有の開示制度の改善（４）－」

法政大学経営学会「経営志林」第32巻第３号（1995

年10月）129頁に記載しているので参照されたい。

(14）ConseilNationaldelaComptabilit６， 

Ｐｌａ几CompZQ6化０６〃6rα1,1982,ｐ､１．２４．（中

村宣一朗，森川八洲男，野村健太郎，高尾裕二，

大下勇二訳「フランス会計原則」同文舘1984年，

１６頁）参照。

(15）COB,Nouvellesr6glescomptablesappli‐ 

cablesauxentreprises2／Informationspe‐ 

riodiquesauBALOd）Informationtrimestri‐ 

elle，buUJeZj几ｍｅ几sueLno166janvierl984，

Ｐ､６．参照。

(16）ConseilNationaldelaComptabilit６， 

PJcmCompZa61eG6几67αム1982,ｐ､Ⅱ、８５．（中

村宣一朗他訳前掲轡，144頁）参照。

(17）全文については，ConseilNationaldela

ComptabilitａＡＶＩＳＮｏ２７ＲＥＬＡＴＩＦＡＬＡ 

ＮＯＴＩＯＮＤＵCHIFFRED，AFFAIRES27 

Marsl985,EZudesetDoc皿ｍｅ几ZsTDmemI982-

I98ap､35.を参照。

(18）この勧告の中で，「上場会社により四半期ごと

に提供される情報が当該期間中のその活動水準を

実質的に明瞭に示すものである」という点が強調

されている（ＣＯＢ，PublicationtrimestrieUe

duchiffｒｅｄ，affaires・Adaptationspourcer‐

tainescat6goriesdesoci6t6s・Casdesentre‐

prisesdebatimentetdetravauxpublics， 

bHZにZi〃ｍｅ"sueZ，ｎｏ１８１ｍａｉｌ９８５,ｐｐ､３－４)。

(19）例えば，ＣＯＢの前掲月報では，「当該期間中，

企業の正常かつ経常的な活動の遂行の結果生ずる

収益を表すそのような金額は，比較を可能にする

がゆえに株主・潜在的投資者にとって鹸も有用で

ある（Uutelmontant，repr6sentatifdesprod‐

uitsr6sultantdel0exercicedes“activit6snor‐ 

ｍａｌｅｓｅｔｃｏｕｒａｎｔｅｓ”ｄ,uneentreprisependant 

lap6riodeconsid6r6e，ｅｓｔｌｅｐｌｕｓｕｔｉｌｅａｕｘ 

ａｃｔｉｏｎｎａｉｒｅｓｅtauxinvestisseurspotentiels 

pourpermettredescomparaisons．）」と述べ

られている（ＣＯＢ，ｏｐ・Cit.，ｐ､４）。

(20）各データは次のＣＯＢ年報より抽出した。Ｒａ‐

pporZanmLelI970，ｐ、７５．，RqpportQnnueZ

ノ9刀，ｐ､106.,Rappo7tumuuelノ9”，ｐ､９８．，

RapportamDueJJ97ap､88.,Rapporta几mLeZ

I9〃，ｐ､２４．，ＲｑｐｐｏｒＺα'mUeZJ975，ｐ､２５．

(21）COBI-D6finitions，ｃ）D6composition 

duchiffred，affairesparbranched，activita 

arcuZQi｢ereZaziUeauch坊７ｃｄ'ｑＺ/tLirepIJbli6

pQrZessoci6t6se几qppZicQtio几desdisposi‐

ｔions76gZenmtaZres，３０d6cembrel969． 

(22）ノbid．

(23）ＣＯＢ，Rapportα凡凡ueZI972.ｐ､98．

(24）COB，Nouvellesr6glescomptablesappli‐ 

cablesauxentreprises2／Informationsp6ri‐ 

ｏｄｉｑｕｅｓａｕＢＡＬＯｄ）Informationtrimestri-

elle，ｂｕ唯ti几ｍｅ"sueムno166janvierl984，

Ｐ、６．

(25）ＣＯＢ，RQppo｢Zqmzuelノ972.ｐ､99．

(26）各データは次のＣＯＢ年報より抽出した。Ｒａ‐

ｐｐｏｒｔａｍｚｕｅＪＩ９７０，ｐ、７５．，Ｒａｐｐｏｒｔａｍｍｅｌ

Ｉ９７Ｊ．ｐ､106.,ＲａｐｐｏｒＺａＪｍ皿ell972．ｐ､９８．，

ＲａｐｐｏｒＺａＪｍｕｅＺＪ９河，ｐ､２４．，ＲａｐｐｏｒＺａｍｚｍｃＺ

ノ975,ｐ､２５．

(27）COB，Ⅱ一R6glesd，application，ｃ)Chi‐

ｆｆｒｅｄ’affairesconsolid6s，CirclLlaZFereJQZiue 

auch(ﾙﾉred，cWmFepu6ji6parlessocj6t6sｅ〃

αppZicaZio刀desdiSposiCfolDsr6gleme"ｔａｔ｢Cs，
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３０d5cembrel969． 

(28）各データは次のＣＯＢ年報より抽出した。Ｒａ‐

ｐｐｏ７ｔａｍＺｕｅＺ１９７Ｊ，ｐ､106.,RCZnpo7tamL型e１

１９画,ｐ､99.,RqpporfammeZj97app､88-89.,

RqpporZaFD"ueZ19阿，ｐ､24.,RcUppo7DQ凡凡LLel

J97ap､25.,RqpporDUJmUeLJ977,ｐ､156.,Ｒａ‐ 

ppo7t〔mmLeZI9耐,ｐ､161.
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